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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和８年１月２７日（火）午前８時５８分～午前１０時１７分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、教育長、企画財政部長、総務部長、総務部危機管理担当

部長、市民部長、協働推進部長、環境部長、健康福祉部長、健

康福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、議会事務局長、教育部長、学校

教育担当部長、会計管理者 

欠席者：副市長 

議 題 
１ 令和８年第１回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方
針、残された問

題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：令和８年第１回市議会定例会の招集期日は２月２６日（木）で

ある。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言

順に記載し、同
一内容は一つに
まとめる。) 

 
（発言者） 
○印=構成員 

●印=説明員 
 

議題１ 令和８年第１回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定 

に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、同 

条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和７年度武蔵村山市一般会計補正予算（第７号）を次のとおり 

専決処分するものである。 

補正予算額は３，７６９万３千円、補正後歳入歳出総額は３８２ 

億２，１３７万７千円である。 

歳入概要としては、衆議院議員選挙委託金や衆議院議員総選挙啓 

発推進委託金、衆議院議員総選挙開票速報事務委託金である。 

歳出概要としては、衆議院議員選挙経費である。 

なお、専決処分年月日については令和８年１月２１日、専決処分 

番号については令和８年専決第１号である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 令和８年度武蔵村山市一般会計予算 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は、３５０億４，４００万５千円、対前年度比較

は、△９８６万１千円（０．１％減）である。前年度予算額は、
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３５０億５，３８６万６千円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑶ 令和８年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定 

により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は、７３億３，９６５万２千円、対前年度比較は、 

△９，０３０万５千円（１．２％減）である。前年度予算額は、７ 

４億２，９９５万７千円である。 

歳入概要としては、国民健康保険税や保険給付費等交付金等の

都支出金、一般会計繰入金等を計上するものである。 

歳出概要としては、職員人件費等の総務費や保険給付費、東京都

へ納付する国民健康保険事業費納付金、特定健康診査等事業費等の

保健事業費等を計上するものである。 

（質 疑） 

○ 一般会計繰入金はいくらか。 

● 精査中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和８年度武蔵村山市介護保険特別会計予算 

（高齢・障害担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は、６１億３，５４５万９千円、対前年度比較は、

△１億３，２３１万７千円（２．１％減）である。前年度予算額

は、６２億６，７７７万６千円である。 

歳入概要としては、介護保険料や国庫支出金、支払基金交付金、 

都支出金等である。 

歳出概要としては、総務費や保険給付費、地域支援事業費等で 

ある。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑸ 令和８年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予

算 

（都市整備部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定 

により、本案を提出する。 
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歳入歳出総額は、１３億８，４７１万２千円、対前年度比較は、 

１億４，８０９万７千円（１２.０％増）である。前年度予算額は、

１２億３，６６１万５千円である。 

歳入概要としては、保留地処分金１億１，５２３万６千円や国庫 

支出金３，０３０万円、都補助金１，５１５万円、一般会計繰入金 

５億６，２０１万２千円、市債６億６，２００万円等である。 

歳出概要としては、総務費３，７９０万円や事業費１１億１，５ 

８０万５千円、公債費２億３，０００万７千円等である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑹ 令和８年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は、２２億６，９１０万１千円、対前年度比較は、 

１億９，８９６万７千円（９．６％増）である。前年度予算額は、 

２０億７，０１３万４千円である。 

歳入概要としては、後期高齢者医療保険料や一般会計繰入金、東 

京都後期高齢者医療広域連合からの受託金等の諸収入等である。 

歳出概要としては、職員人件費等の総務費や広域連合負担金、健 

康診査等の保健事業費、葬祭諸費等である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑺ 令和８年度武蔵村山市下水道事業会計予算 

（建設管理担当部長提出） 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の 

規定により、本案を提出する。 

収益的収入の予算総額は１４億７，７７０万３千円（前年度比 

６．２％増）、収益的支出の予算総額は１９億３，０３２万１千円 

（前年度比３０．８％増）である。 

予算の主な内容は、収益的収入の主な収益である下水道使用料や 

手数料収入、収益的支出の事業活動に要する人件費、管きょの維持 

管理費、ストックマネジメント計画に基づく管きょ改良事業、流域 

下水道管理運営費負担金、使用料徴収委託費等である。 

資本的収入の予算総額は１６億１，６４７万８千円（前年度比３ 

４．８％増）、資本的支出の予算総額は２８億９，１９６万４千円 

（前年度比３５．５％増）である。 

予算の主な内容は、資本的収入の主な収益である建設改良債や

他会計負担金、資本的支出の事業活動に要する新青梅街道拡幅に
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伴う管きょ改良工事、道路改良事業に伴う管きょ改良工事、流域

下水道建設負担金、下水道債元金償還金等である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑻ 武蔵村山市行政手続条例の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

行政手続法（平成５年法律第８８号）の一部改正に伴い、規定を 

整備する必要があるので、本案を提出する。 

不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与を行うに当たって

当該不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の

通知に代わる方法について、インターネット等により閲覧すること

ができる状態に置かなければならないことを規定するとともに、従

前の必要事項を記載した書面を行政庁の事務所の掲示場に掲示す

る方法に加え、電子的な掲示方法によることができるようにする。 

施行期日については、令和８年５月２１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市国民保護協議会条例等の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

武蔵村山市の行政組織の見直しに伴い、関係条例の規定を整備す 

  る必要があるので、本案を提出する。 

 令和８年４月１日付けの組織改正に伴い、次に掲げる条例につい 

て、条文中の課名の改正を行う。 

 １点目は、武蔵村山市国民保護協議会条例（平成１８年武蔵村山 

市条例第１９号）である。 

 ２点目は、武蔵村山市地域公共交通協議会条例（令和６年武蔵村 

山市条例第１９号）である。 

 ３点目は、武蔵村山市交通安全対策審議会設置条例（昭和３７年 

村山町条例第５号）である。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市職員定数条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長提出） 

社会経済情勢等の変化に伴う新たな行政課題に対応するため、職

員定数を増加させる必要があるので本案を提出する。 

別表中市長の事務部局の職員を３４５人から３８０人に、教育委

員会の事務局及び教育機関の職員を６０人から６５人に、合計を４

２０人から４６０人に変更する。 
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施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を 

改正する条例 

（総務部長提出） 

生理日の休暇の名称等を変更するとともに、仕事と介護の両立

支援のための規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、生理日の休暇の名称を健康管理休暇に変更し、時間 

単位での取得を可能にする。 

２点目は、介護休暇の承認期間を６月から１年に拡大する。 

３点目は、介護時間の取得時間の上限（３年）を廃止する。 

４点目は、仕事と介護の両立支援制度の意向確認等の対象に父

母、子、配偶者の父母等に介護が必要となった場合を加える。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

なお、上記内容については、職員組合と協議予定である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑿ 武蔵村山市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

武蔵村山市奨学資金条例の廃止に伴い、奨学資金審議会委員に係 

る規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

   特別職の職員に対する報酬の額を定める別表のうち、奨学資金審 

議会委員に係る規定を削除する。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 武蔵村山市常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

 国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号） 

の一部改正に伴い、旅費の額を引き上げるとともに、規定を整備す 

る必要があるので、本案を提出する。 

１点目は、車賃の名称をその他の交通費と改める。 

２点目は、日当の名称を宿泊手当に改め、支給額を一般職員相当 

額とする（２，０００円から２，４００円）。 

３点目は、宿泊料の名称を宿泊費に改め、支給額上限額を引き上 

げる（１５，０００円から２７，０００円）。 
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４点目は、移動及び宿泊が一体となったもの（パック旅行）につ 

いて、職員に対する旅費の支給に代えて、旅行業者等に対して市が 

直接支払うことができることとする「包括宿泊費」を新設する。 

５点目は、食卓料（１夜につき２，４００円）を廃止する。 

６点目は、旅行雑費の名称を渡航雑費に改める。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 武蔵村山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

課長職の給料月額の最低の号給を引き上げるとともに、地域手

当の支給割合及び通勤手当等の支給額を引き上げる必要があるの

で、本案を提出する。 

１点目は、管理職の職務の困難度・職責の高まりに対応するた

め、課長職の給料月額の最低の号給を引き上げる（３０１，１０

０円から４０８，８００円）。 

２点目は、各種手当について、次のとおり引上げ等を行う。 

地域手当については、支給割合を引き上げる（１３％から１

６％）。 

通勤手当については、自転車等利用者の支給額の引上げ及び駐

車場等の利用料金相当額（上限５千円）を上乗せする。 

住居手当については、２７歳までの職員への支給額を引き上げ

る（１５，０００円から３０，０００円）。 

宿日直手当については、支給額を引き上げる（６，１００円か

ら６，３００円）。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

なお、上記内容については、職員組合と協議予定である。 

（質 疑） 

○ 地域手当の引上げについて、近隣市も同様に１６％に引き上 

げるのか。 

● 近隣の５市に確認したところ、２、３市は同様に１６％に引 

き上げると伺っている。 

○ 多摩２６市の自治体で１６％より多い地域手当を出してい

る団体はあるのか。 

   ● 武蔵野市が該当する。 

   ○ 通勤手当について、これまで東京都に準拠する形で引き下げ 

てきた。今回の引上げも同様に東京都に準拠するものであると 

いう認識でよいか。 

また、一般的に、常勤職員に対する給与等の改正が行われる 

    と会計年度任用職員に対する給与等にも影響が及ぶ。予算への 



- 7 - 

影響はどのように考えているか。 

   ● 地域手当以外の通勤手当、住居手当、宿日直手当は東京都に 

準拠するものである。 

会計年度任用職員への影響について、自転車における通勤手 

当は１０㎞未満の方の改正はない。１０㎞以上の方は区分に応 

じて月額を引き上げる。駐車料金は料金を支払っている実績が 

ある方が対象であるが、全体でどれくらいの額になるか把握で 

きておらず、実績を把握した後、必要に応じて補正予算の計上 

なども行うものと考えている。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 武蔵村山市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

（総務部長提出） 

国家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号） 

の一部改正に伴い、旅費の額を引き上げるとともに、規定を整備 

する必要があるので、本案を提出する。 

 １点目は、車賃の名称をその他の交通費と改める。 

 ２点目は、日当の名称を宿泊手当に改め、支給額を引き上げる 

（１，５００円から２，４００円）。 

３点目は、宿泊料の名称を宿泊費に改め、支給額上限額を引き

上げる（１４，０００円から１９，０００円）。 

４点目は、移動及び宿泊が一体となったもの（パック旅行）につ

いて、職員に対する旅費の支給に代えて、旅行業者等に対して市が

直接支払うことができることとする「包括宿泊費」を新設する。 

５点目は、食卓料（１夜につき１，５００円）を廃止する。 

６点目は、旅行雑費の名称を渡航雑費に改める。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

なお、上記内容については、職員組合と協議予定である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 武蔵村山市多摩都市モノレール基金条例の一部を改正する条例 

（都市整備部長提出） 

 現行の規定に定める処分事項を明確にするとともに、多摩都市モ 

ノレール沿線のまちづくりに要する経費を処分事項に加える必要

があるので、本案を提出する。 

 第６条中「多摩都市モノレールの延伸に際して必要な出資金及び 

公共施設の整備等の経費」を「次に掲げる経費」に改め、次の項目

を追加するものである。 

 １点目は、多摩都市モノレールの延伸に際して必要な出資金及び 
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貸付金を加える。 

２点目は、多摩都市モノレール沿線の公共施設の整備に要する経 

費を加える。 

３点目は、前号に掲げるほか、多摩都市モノレール沿線まちづく 

り方針に基づく多摩都市モノレール沿線のまちづくりに要する経

費を加える。 

施行期日については、公布の日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ 武蔵村山市税賦課徴収条例及び武蔵村山市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例 

（総務部長説明） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、関係 

条例の規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

 公示送達の方法について、公示事項をインターネットにより不特 

定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとることを

規定するとともに、従前の公示事項が記載された書面を市の掲示場 

に掲示する方法に加え、電子的な掲示方法によることができるよう 

にするものである。 

 なお、本改正は地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律 

第１号）による改正後の地方税法第２０条の２の規定によるもので 

あり、当該規定の適用を受ける武蔵村山市税賦課徴収条例（昭和２ 

６年村山村条例第１０号）及び高齢者の医療の確保に関する法律 

（昭和５７年法律第８０号）第１１２条により当該規定の準用を受 

ける武蔵村山市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年武蔵村山 

市条例第２１号）を一括して改正する。 

 施行期日については、地方税法等の一部を改正する法律（令和５ 

年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日から

とする。 

また、本条例の施行期日は、地方税法等の一部を改正する法律（令 

和５年法律第１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日で 

あり、その期日は同法の公布の日（令和５年３月３１日）から３年 

３月を超えない範囲内において政令で定める日とされている。現時 

点では当該政令は公布されていないが、議案上程前に公布があった 

場合には、当該政令によって定められた具体的な期日を施行期日と 

する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒅ 武蔵村山市財政事情の作成および公表に関する条例の一部を改
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正する条例 

（企画財政部長提出） 

 市民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、財政事情の

公表方法を変更することに伴い規定を整備する必要があるので、

本案を提出する。 

 第４条中「掲示場に掲示するほか、武蔵村山市報」を「インタ

ーネットの利用その他適切な方法」に改める。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

市報の掲載内容を簡略化し、ホームページで詳しく掲載するもの

である。 

（質 疑） 

○ 市報で掲載しなくなるのか。 

● 掲載しなくなるわけではない。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 武蔵村山市体育施設設置条例の一部を改正する条例 

（企画財政部長提出） 

 雷塚公園庭球場及び大南公園庭球場を人工芝コートに改修する

ことに伴い、当該施設の利用料金を変更する必要があるので、本案

を提出する。 

雷塚公園庭球場及び大南公園庭球場をクレーコートから人工芝

コートに改修することに伴い、当該施設の利用料金を、既設の人工

芝コートである三ツ木庭球場の利用料金と同額とするため、条例の

一部を改正するものである。 

１点目は、市内団体の利用料（１時間当たり）を３２０円から５

１０円へ引き上げる。 

２点目は、市外団体の利用料（１時間当たり）を６４０円から１，

０２０円へ引き上げる。 

施行期日については、令和８年７月１日からとする。 

（質 疑） 

○ 三ツ木庭球場の人工芝は改修の必要はないか。 

● 今のところ問題はない。ただし、砂の入れ替えについて、人 

工芝の中に入っている砂がなくなることがあり、随時対応して 

いる。  

     ちなみに、雷塚公園庭球場及び大南公園庭球場の人工芝コー

トは、これまでのコートと違いローラーを引く必要がなく、維

持管理が非常に楽になる。管理は指定管理者が行う。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⒇ 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長提出） 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の一部改正に

伴い、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるとと

もに、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律

第４７号）による子ども・子育て支援法の一部改正に伴い、乳児

等通園支援事業（こども誰でも通園制度）が創設されたことから、 

国の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を踏まえ、同法第

５４条の３において準用する、同法第４６条第２項及び第３項の規

定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

ものである。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(21) 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

（市民部長提出） 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、国民

健康保険税の課税方式に子ども・子育て支援納付金の規定を整備

する必要があるので、本案を提出する。 

  課税項目を新設する。具体的には、国民健康保険税の子ども・子

育て支援納付金に係る所得割率及び均等割額等を新設するもので

ある。 

 施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（質 疑） 

○ 例年行っている国保財政健全化計画に基づく税率改正は含

まれていないように思われるが、今般は改正しない方向とい

うことでよろしいか。 

● 運営協議会からの答申を２月６日に市長に提出する予定で

あり、従前どおり国保財政健全化計画に基づく税率改正も含

めて検討していただく。まだ、答申前であり、現時点ではは

っきり申し上げられる状況ではない。 

○ 今回の改正で個人の負担が増えるのか。 

● 社会保障負担率全体の国の予算では増えないが、個人では負 

 担増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(22) 武蔵村山市介護保険条例の一部を改正する条例 
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（高齢・障害担当部長提出） 

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に

伴い、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。 

第１号被保険者の保険料の所得段階を判定する際に、令和７年

度税制改正の影響により第１号保険料の所得段階が変わる第１号

被保険者について、令和７年度税制改正前と同様の所得段階とな

るよう、保険料率の算定に関する合計所得の額の算定方法並びに

保険料率の算定に関する市町村民税世帯非課税者及び市町村民税

が課されていない者の基準の特例を設ける。 

施行期日については、令和８年４月１日からとする。 

（質 疑） 

○ 具体的に言うとどういうことか。 

● 令和７年度の税制改正で給与所得控除が５５万から６５万 

に引き上げられた。その分、今まで課税であった方が非課税に 

なる場合がある。しかし、介護保険は３年間をサイクルとして 

おり、国としては、そのサイクルで収入が下がらないような措 

置をしたい。そのため、令和８年度に住民税が非課税になる方 

でも、介護保険上は課税として措置する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(23) 令和７年度武蔵村山市一般会計補正予算（第８号） 

（企画財政部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

内容等については、現在精査中である。 

現段階においては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の 

推奨事業メニューにおいて、私立幼稚園物価高騰緊急対策事業、指 

定管理者制度エネルギー価格高騰対策事業の合計９７２万２千円

を計上予定である。 

また、令和７年度における不用額等の減額補正等が予定されてい 

る。詳細は市長査定後にお知らせする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(24) 令和７年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

２号） 

（市民部長提出） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規 

定により、本案を提出する。 

補正予算額は５億８９４万５千円、補正後歳入歳出総額は８０
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億８，７６０万８千円である。 

歳入概要としては、保険給付費等交付金及びその他一般会計繰

入金の増である。 

歳出概要としては、保険給付費の療養諸費の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(25) 令和７年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

（高齢・障害担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

補正予算額は５，１６６万８千円、補正後歳入歳出総額は６４億 

７，５６７万９千円である。 

 歳入概要としては、支払基金交付金及び基金繰入金の増である。 

 歳出概要としては、保険給付費及び地域支援事業費の増である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(26)  令和７年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 

（都市整備部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規

定により、本案を提出する。 

 補正予算額は３億１，１５８万２千円、補正後歳入歳出総額は９ 

億２，８７４万４千円である。 

 歳入概要としては、保留地処分金の増や一般会計繰入金の減及び 

市債の減である。 

 歳出概要としては、都市核地区土地区画整理事業経費の減であ

る。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(27) 令和７年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３ 

号） 

（市民部長提出） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

 補正予算額は３，７３９万５千円、補正後歳入歳出総額は２１億 

９，５２６万１千円である。 

 歳入概要としては、療養給付費繰入金の増である。 

 歳出概要としては、療養給付費負担金の増である。 
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（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(28)  令和７年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第３号） 

（建設管理担当部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   収益的収入の補正予算額は△１，６１６万７千円、補正後予算額 

は１３億７，７２０万１千円である。 

 歳入概要としては、営業収益の雨水処理負担金の減及び営業外収 

益他会計補助金の増である。 

 収益的支出の補正予算額は４，００６万７千円、補正後予算額は 

１５億４，６６３万４千円である。 

 歳出概要としては、総係費の給料等の減や総係費の委託料の減及 

び減価償却費の資産減耗費の増である。 

 資本的収入の補正予算額は２億１５０万７千円、補正後予算額は 

２２億７，５６０万３千円である。 

 歳入概要としては、下水道債の増や他会計負担金の増、国及び都 

補助金の減、工事負担金の減及び基金繰入金の減である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(29)  東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

（市民部長提出） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９１条の１１の規定

により、本案を提出する。 

２年ごとに改定される後期高齢者医療制度の保険料については、

保険料の急激な上昇を抑えるため、その軽減に係る経費を、区市町

村の一般財源から分賦金として支弁しているが、令和８年度及び９

年度の保険料率改定に際しても、従前と同様の措置を継続するもの

である。 

 後期高齢者医療保険料率改定については、令和８年１月２９日東 

京都後期高齢者医療広域連合議会定例会で審議される予定である。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 村山学園第二中学校校舎外装改修工事の請負契約の一部変更に

ついて 

（総務部長提出） 

令和７年１０月２日付けで村山学園第二中学校校舎外装改修工

事を１億３，１７８万円で契約締結をしたが、下地調整工事の追
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会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７３） 

（日本産業規格Ａ列４番） 

加により、契約金額が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年村山町条例第１号）第２条で

規定する額（１億５，０００万円）を超過する見込みである。 

なお、追加工事の金額は現在積算中である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【諮問事項/追加予定】 

⑴  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（企画財政部長提出） 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規

定により、本案を提出する。 

令和８年９月３０日をもって任期満了となるため、後任の委員の

候補者を議会の意見を聞いて法務大臣に推薦するものである。 

任期は、令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで（任 

期３年）である。 

 なお、市町村長が候補者を法務大臣に推薦する時期は、任期満了

の３か月前としている。 

人権擁護委員山田行雄氏の任期満了によるものである。 

 

議題２ その他 

令和８年第１回市議会定例会の招集期日は２月２６日（木）である。 


